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第１ 富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱 
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    富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱 

                                                               平成４年９月16日 

                                                              告  示  第 101号 

 （目的） 

第１条  この要綱は、市における土地利用事業に関し必要な基準を定め、その適正な施行

を誘導することにより、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに

良好な生活環境の確保に努め、もつて住民福祉の向上と市の均衡ある発展に資すること

を目的とする。 

 

  （定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

 ところによる。 

 (1) 土地利用事業  住宅、工場、倉庫、作業場、研修施設、研究施設、商業施設、教育

  施設、体育施設、遊戯施設、医療施設、社会福祉施設、保養施設、農業施設、産業廃

  棄物処理施設、墓園、駐車場、資材置場等の建設又は土石（土、砂利、岩石等をいう。

  以下同じ。）の採取、捨土、廃棄物による埋立等の目的で行う一団の土地の区画形質

  若しくは用途の変更に関する事業をいう。 

 (2) 施行区域  土地利用事業を行う土地の区域をいう。 

(3) 事業者  土地利用事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで

    自らその工事を施行する者をいう。 

 (4) 工事施行者  土地利用事業に関する工事の請負人をいう。 

 (5) 公共施設  道路、上水道、下水道、公園、広場、緑地、河川、水路、排水施設、防

    災施設及び消防施設をいう。  

 

  （適用の範囲） 

第３条  この要綱は、次に掲げる土地利用事業に適用する。  

 (1) 都市計画区域内における施行区域の面積が2,000平方メ－トル以上の土地利用事業

（都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第12項に規定する開発行為（以下「開

発行為」という。）の許可を要する土地利用事業にあつては、施行区域の面積にかか

わらずすべてのもの） 

(2) 都市計画区域外における施行区域の面積が1,000平方メ－トル以上の土地利用事業 

 (3) 建築物の建築に係る土地利用事業であつて、延べ面積が3,000平方メートル以上の

もの 

(4) 土石の採取等に係る土地利用事業であつて、施行区域の面積が1,000平方メ－トル 

   以上又は土石の採取等に係る数量が2,000立方メ－トル以上のもの （宅地造成及び特

  定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第１２条第１項若しくは第３０条第１項

  の規定による許可若しくは富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する 

 条例（平成22年富士市条例第25号）第９条第１項の許可を要する土地利用事業又 

 は非常災害に係る応急措置として行う土地利用事業を除く。） 

 



(5)  産業廃棄物の処理に係る土地利用事業であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和45年法律第137号）第15条の許可を要する産業廃棄物処理施設に該当するもの 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が住民の福祉又は自然環境の保全に著しく影響を

    及ぼすと認める土地利用事業 

２  同一事業者（社会通念上事業者と同一であると認められる者を含む。）が既に実施し

た施行区域に接続して、当該土地利用事業完了後２年以内に更に土地利用事業を行う場

合は、その全ての面積又は容積をもつて前項第１号から第４号までに定める規模の対象

とする。 

 

  （事業者の責務） 

第４条  事業者は、土地利用事業の施行に当たつては、安全で良好な生活環境が適正に確

  保されるよう自ら努めるとともに、県及び市が実施する土地利用に関する施策に協力し

  なければならない。 

２  事業者は、市長が、施行区域周辺の自然環境、生活環境等に悪影響を及ぼすおそれが

  あると認める土地利用事業については、その実施に先立ち、当該施行区域周辺の住民そ

  の他の利害関係者（以下「住民等」という｡)に対し、土地利用事業の説明会を開催する

  等当該土地利用事業の計画を周知するとともに住民等と十分に協議しなければならな

 い。 

 

  （土地利用事業の計画の基準） 

第５条  事業者は、土地利用事業に関する計画を策定しようとするときは、関係法令及び

  別に定める基準に適合するようにしなければならない。 

 

  （承認の申請） 

第６条  第３条に規定する土地利用事業を施行しようとする事業者は、法令（国土利用計

  画法（昭和49年法律第92号）、温泉法（昭和23年法律第 125号）、文化財保護法（昭和

 25年法律第214号）及び静岡県地下水の採取に関する条例（昭和52年静岡県条例第25号）

 を除く。）に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に、あらかじめ市長の承認を

 受けなければならない。ただし、次に掲げる土地利用事業については、この限りでない。 

 (1) 国、地方公共団体その他公共団体が行う土地利用事業 

 (2) 開発行為の許可を要する土地利用事業であつて、施行区域の面積が5,000平方メー

トル未満のもの 

２  事業者は、前項の承認を受けようとするときは、土地利用事業計画承認申請書（第１

  号様式）を市長に提出しなければならない。                                      

３ 第４条第２項に該当する土地利用事業にあつては、前項の申請書に住民等に対して行

 つた周知及び協議の経過を記録した書面を添付しなければならない。               

 

第７条  削除 
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  （承認の基準及び条件） 

第８条  市長は、第６条第１項の承認の申請に係る土地利用事業に関する計画が関係法令

 及び別に定める基準に適合しないと認めるときは、同項の承認をしないものとする。 

２  市長は、必要があると認めるときは、第６条第１項の承認に条件を付することができ

 る。 

 

  （承認の効力） 

第９条  第６条第１項の承認は、事業者が同項の承認に係る土地利用事業に関する工事の

 着手をしないまま承認の日から２年を経過したときは、その効力を失う。 

２  前項の期間の計算方法は、承認のあつた日の翌日から起算し、起算日に応当する日の

 属する月の末日をもつて満了する。 

３  事業者は、第１項の期間内に第６条第１項の承認に係る土地利用事業に関する工事の

 着手をしないことにつき、事業者の責めに帰することのできない特別の理由があるとき

 は、工事着手遅延理由書（第２号様式）を市長に提出することができる。 

４ 前項の理由書の提出があつた場合において、市長がやむを得ないと認めたときの第１

 項の規定の適用については、同項中「２年」とあるのは、「２年に２年を限度として市

 長が認める期間を加えた期間」とする。 

 

  （事前協議） 

第10条  次に掲げる土地利用事業については、第６条第１項の承認の申請に先立ち、当該

 土地利用事業に関する計画について、市長に協議し、その同意を得なければならない。 

 (1) 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画（平成３年３月策定）の対象地域内における施行

区域の面積が5,000平方メートル以上の土地利用事業 

(2) 都市計画区域外における施行区域の面積が5,000平方メートル以上の土地利用事業 

 (3) その他市長が特に必要と認める土地利用事業 

２  前項の協議の申出をしようとする事業者は、事前協議申出書（第３号様式）を市長に

  提出しなければならない。 

３  事業者は、第１項の協議の同意のあつた日から２年以内に、第６条第１項の承認の申

  請をすることができないときは、その理由を市長に報告しなければならない。 

４  前項の報告は、経過報告書（第４号様式）によつて行うものとする。 

５  第１項の規定により、市長の同意を得た土地利用事業について、当該同意の日から起

  算して３年を経過した後、第６条第１項の規定による承認を受けようとする事業者は、

  新たに第１項の規定による市長の同意を得なければならない。 

６  前項の期間の計算方法は、前条第２項の規定を準用する。 

７  第８条の規定は、市長が第１項の規定による同意をする場合について準用する。 

 

 （環境影響評価等） 

第11条  事業者は、その実施しようとする土地利用事業が静岡県環境影響評価条例（平成

  11年静岡県条例第36号）第２条第４項の対象事業に該当するときは、同条例に規定する

 手続を実施しなければならない。 
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２ 前項に規定する場合において、事業者は、同項の手続を実施するほか、前条第１項の

 事前協議の際、災害の防止に関する事項その他この要綱の目的の達成のために市長が必

 要と認める事項について調査しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める土地利用事業については、事業

  者は、第６条第１項の承認の申請又は前条第１項の事前協議の際、災害の防止及び環境

  の保全に関する事項その他この要綱の目的の達成のために市長が必要と認める事項に

 ついて調査しなければならない。 

 

 （地位の承継） 

第12条  次に掲げる土地利用事業について事業者となる地位の承継をしようとするとき

は、譲り受けようとする者及び譲り渡そうとする者は、あらかじめ地位承継承認申請書

（第５号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 (1)  第６条第１項の承認を受けた土地利用事業 

 (2) 第６条第１項の承認の申請をした土地利用事業 

 (3) 第10条第１項の同意を得た土地利用事業 

２  前項各号に掲げる土地利用事業の事業者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が

  有していた地位を承継した場合は、速やかに地位承継届（第６号様式）を市長に提出し

  なければならない。 

 

  （変更の承認） 

第13条  事業者は、第６条第１項の承認を受けた土地利用事業の工事完了前において、施

  行区域の面積又は工事の設計内容を変更しようとするときは、変更承認申請書（第７号

  様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更に

  ついては、この限りでない。 

 (1) 施行区域の面積の縮小であり、当該縮小に係る部分の面積が変更前の面積の10パー

    セント以内のもの 

 (2) 造成工事に伴う土量の変更であり、当該変更に係る土量が変更前の土量の10パーセ

    ント以内のもの 

 (3) 土石の採取等に係る数量の減少であり、当該減少に係る数量が変更前の数量の10パ

    ーセント以内のもの 

 (4)  廃棄物の埋立等に係る数量の減少であり、当該減少に係る数量が変更前の数量の10

    パーセント以内のもの 

 (5)  道路及び水路については、起点又は終点の変更を伴わない道路又は水路の中心線の

    変更であり、その道路又は水路の幅員の２倍の範囲内のもの                      

 (6)  公園及び緑地については、前号の変更に伴う変更であり、その面積の縮小を伴わな

    いもの 

 (7)  富士市建築基準法施行細則（昭和53年富士市規則第17号）第６条に該当するもの 

 (8)  その他防災上又は生活環境の保全上支障がないと市長が認めるもの 

 

 

4



  （届出） 

第14条  事業者は、第６条第１項の承認の申請をした土地利用事業について、次の各号に

  該当する場合には、速やかに当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

 (1) 氏名若しくは名称、住所又は法人にあつてはその代表者の氏名を変更したとき。 

  氏名等変更届（第８号様式） 

 (2)  工事施行者を変更したとき。 工事施行者変更届（第９号様式） 

 (3) 防災工事に着手しようとするとき又はその工事が完了したとき。 防災工事着手

（完了）届（第10号様式） 

 (4) 防災工事以外の工事に着手しようとするとき若しくはその工事が完了したとき又

  は工事を１月以上中止しようとするとき若しくはその工事を再開しようとするとき。

    工事着手（完了、中止、再開）届（第11号様式） 

 (5) 前条ただし書に規定する変更をしようとするとき。 軽微変更届（第12号様式） 

 (6) 第６条第１項の承認の申請の取下げをしようとするとき。 承認申請取下届（第13

号様式） 

 (7) 土地利用事業を廃止しようとするとき。 事業廃止届（第14号様式） 

 

  （関連公共施設の整備） 

第15条  土地利用事業の施行に関連して必要となる公共施設は、原則として事業者の負担

  において、これを整備しなければならない。 

２  前項の規定により整備された公共施設は、原則として市に移管するものとし、当該施

  設の管理及びこれに要する経費の負担については、市長と事業者との協議により定める

  ものとする。 

 

  （工事の施行方法等に関する協定の締結） 

第16条  市長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため、必要があると認めるときは、

  次に掲げる事項について、事業者との間に協定を締結するものとする。 

 (1) 工事の施行方法又は防災工事の施行を確保するための措置 

 (2)  工事完了後の施設の管理 

 (3) 自然環境又は生活環境の保全等 

 

  （災害補償等に関する協定の締結） 

第17条  事業者は、土地利用事業に起因して発生する災害に対処するための災害補償等に

  関する事項について、市長が必要と認める場合には、住民等と協定を締結しなければな

  らない。 

 

  （会員等の募集） 

第18条  土地利用事業の施行によつて設置される施設を他の一般の利用者に比して有利

な条件で継続的に利用することのできる権利を有することとなる者の募集（以下「会員

等の募集」という。）は、第６条第１項の承認を受けた後でなければしてはならない。 

２  事業者は、会員等の募集をしようとするときは、あらかじめ、会員等の募集届（第15
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  号様式）を市長に提出するものとする。 

 

  （調査） 

第19条  市長は、この要綱の施行のため必要な限度において、土地利用事業に関する土地

  その他の物件又は工事の状況を調査することについて、協力を求めることができる。 

２ 前項の調査は、次に掲げる場合に行うものとする。 

 (1) 第６条第１項の承認の申請、第10条第１項の協議の申出又は第13条の承認の申請が

    あつたとき。 

 (2) 防災工事施行中又はその工事が完了したとき。 

 (3) 防災工事以外の工事施行中又はその工事が完了したとき。 

 (4) その他市長が特に必要と認めるとき。 

 

  （報告、勧告等） 

第20条  市長は、事業者又は工事施行者に対し、その施行する土地利用事業に関し、この

  要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧

  告若しくは助言をすることができる。 

２  事業者は、前項の規定による勧告又は助言を受けたときは、その勧告又は助言に基づ

  いて講じた措置について市長に報告しなければならない。 

３  前項の報告は、是正報告書（第16号様式）によつて行うものとする。 

 

  （承認の取消し） 

第21条 市長は、事業者又は工事施行者が社会的信用を著しく失墜するような行為を行つ

  たときは、第６条第１項の承認を取り消すことができる。 

 

第22条  削除 

 

  （委任） 

第23条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成４年10月１日から施行する。 

２ 富士川町の編入の日前に、編入前の富士川町土地利用事業の適正化に関する指導要綱

（富士川町要綱第12号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規

定によりなされたものとみなす。 

 

附 則（平成５年３月26日告示第40号） 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

２  この要綱の施行前に改正前の富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第10条

第１項の事前協議の申出がなされ、この告示の施行の際現にこれに対する同意がなされ

ていない土地利用事業（この告示の施行の日以後その内容を変更せずに実施されるもの
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に限る。）については、なお従前の例による。 

 

附 則（平成９年３月６日告示第20号） 

１ この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

２  この要綱の施行前に富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第10条の事前協

議の申出がなされ、この要綱の施行の際、現にこれに対する同意がなされていない土地

利用事業（この要綱の施行の日以後その内容を変更せずに実施されるものに限る。）に

ついては、なお従前の例による。 

３ 改正後の富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第11条第１項の規定の適用

については、当分の間、同項中「対象事業」とあるのは「対象事業（同要綱附則第２項

の規定により、同要綱の規定が適用されない対象事業を除く。）」とする。 

 

附 則（平成15年６月30日告示第125号） 

 この要綱は、平成15年９月２日から施行する。ただし、第11条第１項の改正規定は、公

示の日から施行する。 

 

附 則（平成17年２月28日告示第21号） 

 この要綱は、平成17年３月７日から施行する。 

 

附 則（平成17年３月28日告示第37号） 

 この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成20年10月31日告示第181号） 

 この要綱は、平成20年11月１日から施行する。 

 

附 則（平成23年３月29日告示第55号） 

 この要綱は、平成23年３月29日から施行する。 

 

附 則（平成25年６月４日告示第122号） 

 この要綱は、平成25年６月４日から施行する。 

 

附 則（令和８年３月37日告示第58号） 

 この要綱は、令和８年３月37日から施行する。 

 



 



 

 

 

 

 

第２ 申請書等様式 

 

第１号様式 土地利用事業計画承認申請書 

第２号様式 工事着手遅延理由書 

第３号様式 事前協議申出書 

第４号様式 経過報告書 

第５号様式 地位承継承認申請書 

第６号様式 地位承継届 

第７号様式 変更承認申請書 

第８号様式 氏名等変更届 

第９号様式 工事施行者変更届 

第10号様式 防災工事着手（完了）届 

第11号様式 工事着手（完了、中止、再開）届 

第12号様式 軽微変更届 

第13号様式 承認申請取下届 

第14号様式 事業廃止届 

第15号様式 会員等の募集届 

第16号様式 是正報告書 



 



第１号様式（第６条関係） 
土 地 利 用 事 業 計 画 承 認 申 請 書 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
申請者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 
 富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、土地利用事業の承認を受けたいので

申請します。 

土地利用事業の目的  

施行区域の所在地  

施行 区域の面 積  

土地利用事業計画 

の 内 容 
別添のとおり 

工 事 の 設 計 別添のとおり 

工 事 施 行 者 

住  所  

氏  名  

連 絡 先 

担 当 者 

住  所 
 

電  話 
 

氏  名 
 

設 計 者 

住  所 
 

電  話 
 

担 当 者 
 

（注） 土地利用事業計画の内容及び工事の設計については、土地利用計画承認申請書作成要領

を参照すること。 
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第２号様式（第９条関係） 
工 事 着 手 遅 延 理 由 書 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 

富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、工事の着手が遅延しますので 
 その理由書を提出します｡ 

承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 

年   月   日      第    号 

 

直近の変更承認年月日

及び変更承認番号 

年   月   日      第    号 

 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

施 行 区 域 の 面 積  

遅 延 の 理 由  

（注）添付書類 
   １ 遅延理由を証明する書類等 
   ２ 法令に基づく許可、認可等を取得したときは、その写し 
   ３ 防災工事及び工事に関する工程表（着手予定年月日を記載すること。） 
   ４ 工事施工予定者の業務経歴書 
   ５ 土地利用事業の承認書の写し（承認時の条件） 
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第３号様式（第 10 条関係） 
事 前 協 議 申 出 書 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
申請者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 

富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、事前の協議を申し出ます｡ 

土地利用事業の目的  

施行予定区域の所在地  

施行予定区域の面積  

土地利用事業計画の概要 別添のとおり 

連 絡 先 

担 当 者 

住  所 
 

電  話 
 

氏  名 
 

設 計 者 

住  所 
 

電  話 
 

担 当 者 
 

 
（注） 土地利用事業計画の概要は、事前協議書の作成要領を参照すること。 
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第４号様式（第 10 条関係） 
経 過 報 告 書 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
申請者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 
富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、承認の申請をすることができない 

ことにつきその経過について報告します｡ 

同意 年月日及 び 

同 意 番 号 
年   月   日     第    号 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

経    過  

 
（注） 経過欄には、法令に基づく許可、認可、届出等の状況を含めて記載すること｡ 
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第５号様式（第 12 条関係） 
地 位 承 継 承 認 申 請 書 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

申請者（地位を譲り受けようとする者） 
住 所 
氏 名                    

（電話             ） 
 

申請者（地位を譲り渡そうとする者） 
住 所 
氏 名                    

（電話             ） 
 

富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、地位承継の承認を受けたいので 
申請します｡ 
承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日       第     号 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

施 行 区 域 の 面 積  

申 請 の 理 由  

債 権 及 び 債 務 の 

承 継 内 容 
 

譲 受 人 の 資 本 金 
 

（注）譲受人の添付書類 
   １ 市との協定書及び災害補償に関する協定書 
   ２ 定款及び商業登記簿の登記事項証明書 
   ３ 経歴書又は経営報告書 
   ４ 当該事業の資金計画書及び管理計画書 
   ５ 承認（同意）通知書の写し 
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第６号様式（第 12 条関係） 
地 位 承 継 届 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 

富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、事業者の地位を承継したので 
届け出ます｡ 

承認 年月日及 び 

承 認 番 号 
年   月   日      第     号 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

施行 区域の面 積  

旧事業者 

住所  

氏名  

承 継 の 理 由  

（注） 承継人の添付書類 
   １ 市との協定書及び災害補償に関する協定書 
   ２ 住民票の写し又は商業登記簿の登記事項証明書 
   ３ 承認（同意）通知書の写し 
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第７号様式（第 13 条関係） 
変 更 承 認 申 請 書 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
申請者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 
富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、土地利用事業の変更の承認を受けた

いので申請します。 
承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日       第     号 

直近の変更承認年月日 

及び変更承認年月日 
年   月   日       第     号 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

施 行 区 域 の 面 積  

変 更 の 理 由  

工 事 の 設 計 別添のとおり 

（注） １ 工事の設計については、変更計画の工事設計説明書の作成要領を参照のこと。 
    ２ 図面は新・旧の計画を色分けすること。 
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第８号様式（第 14 条関係） 
氏 名 等 変 更 届 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 
富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、氏名（名称、住所）を変更しました

したので届け出ます。 
承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日       第     号 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

施 行 区 域 の 面 積  

変更した内容 

旧  

新  

（注）添付書類 
１  法人の商号変更の場合は、商業登記簿の登記事項証明書 
２  住所の変更の場合は、住民票の写し又は商業登記簿の登記事項証明書 
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第９号様式（第 14 条関係） 
工 事 施 行 者 変 更 届 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 
富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、工事施行者を変更したので届け出ま

す。 
承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日       第     号 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

施 行 区 域 の 面 積  

変 更 年 月 日  

旧 工 事 施 行 者  

新

工

事

施

行

者 

住 所  

氏名又は名称  

連 絡 場 所 （電話        ） 

変 更 の 理 由  

（注）添付書類 
工事施行者の業務経歴書 

16



第 10 号様式（第 14 条関係） 
防災工事着手（完了）届 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、防災工事の着手（完了）について届

け出ます。 
承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日       第     号 

直近の変更承認年月日 

及び変更承認年月日 
年   月   日       第     号 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

防 災 工 事 の 

着手（完了）年月日 

年   月   日  着手 

年   月   日  完了（予定） 

沈砂地、調整池の基数  

その他の防災施設  

工

事

施

行

者 

住 所  

氏名又は名称  

連 絡 場 所 （電話          ） 

現

場

管

理

者 

住 所  

氏名又は名称  

連 絡 場 所 （電話          ） 
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第 11 号様式（第 14 条関係） 
工事着手（完了、中止、再開）届 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 
富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、工事の着手（完了、中止、再開）に

ついて届け出ます。 
承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日       第     号 

直近の変更承認年月日 

及び変更承認番号 
年   月   日       第     号 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

工 事 の 着 手 

（完了、中止、再開） 

年 月 日 

 

年   月   日 （から    年  月  日まで） 

 

＊着手届の場合は完了予定日、中止届の場合は期間を明示すること 

工

事

施

行

者 

住 所  

氏名又は名称  

連 絡 場 所 （電話          ） 

現

場

管

理

者 

住 所  

氏名又は名称  

連 絡 場 所 （電話          ） 

18



 
（注）添付書類 
 
 
 １ 着手届 
 
 （１） 工事に関する工程表（防災工事と併行する場合は、防災工事に関する工程表を含む。） 
 （２） 法令に基づく許可書、認可書等の写し 
 （３） 土地利用事業の承認書の写し（承認時の条件） 
 （４） 防災工事完成写真（防災工事と併行する場合、防災施設が機能発揮することが確認で

きる写真、図書等） 
 （５） 防災工事と併行する場合はその理由書 
 （６） 位置図 
 
 
２ 完了届 

 
 （１） 土地利用確定平面図及び防災施設構造図 
 （２） 土地利用承認条件に対する措置一覧表及び許認可事項一覧表 
 （３） 工事完成写真 
 （４） 位置図 
 
 
 ３ 中止届 
 
（１） 中止理由書（再開予定年月日を明記のこと。） 
（２） 土地利用平面図及び防災施設構造図 
（３） 中止しようとする時点における土地の現況図及び現況写真 
（４） 位置図 

 
 
 ４ 再開届 
 
（１） 工事に関する工程表 
（２） 法令に基づく許可書、認可書等の写し 
（３） 工事施行者の業務経歴書 
（４） 土地利用計画図 
（５） 位置図 
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第 12 号様式（第 14 条関係） 
軽  微  変  更  届 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 

富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、軽微な変更について届け出ます｡ 

承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日      第    号 

直近の変更承認年月日

及び変更承認番号 
年   月   日      第    号 

土地利用事業の名称  

施行区域の所在地  

施 行 区 域 の 面 積  

変 更 の 理 由  

工 事 の 設 計 別 添 の と お り 

（注） １ 工事の設計については、変更計画の工事設計説明書の作成要領を参照のこと。 
    ２ 変更に係る部分の平面図及び構造図を添付すること。 
    （平面図は、新旧の計画を色分けして一枚に記入すること。） 
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第 13 号様式（第 14 条関係） 
承 認 申 請 取 下 届 

 
年   月   日 

 
 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 

富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、土地利用事業に係る承認申請を 
取り下げたいので届け出ます｡ 

受 付 年 月 日 及 び 

受 付 番 号 
年   月   日     第    号 

土地利用事業の内容  

施行区域の所在地  

施 行 区 域 の 面 積  

取 下 げ の 理 由 別 紙 の と お り 

（注） 添付書類 
    取下理由書 
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第 14 号様式（第 14 条関係） 
事  業  廃  止  届 

 
年   月   日 

 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 

富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、土地利用事業を廃止したいので 
届け出ます。 

承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日      第    号 

直近の変更承認年月日

及び変更承認番号 
年   月   日      第    号 

土地利用事業の内容  

土地利用事業廃止 

予 定 年 月 日 
 

土 地 利 用 事 業 を 

廃止する区域の面積 
 

廃 止 の 理 由  

廃止に伴う今後の措置  

（注）添付書類 
１ 事業の廃止に係る既着手区域を明示した図書 

   ２ 廃止しようとする時点における土地の現況図及び現況写真 
   ３ 事業の廃止に伴う従前の公共施設の回復計画書 
   ４ 事業の廃止に伴う防災工事計画 
   ５ 位置図 
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第 15 号様式（第 18 条関係） 
会 員 等 の 募 集 届 

 
年   月   日 

 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 

富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、会員（他に名称があればその 
名称）の募集について届け出ます。 

承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日      第    号 

会 員 の 名 称  

規  模 

 

ホール数 

       ㎡ 

 

 

施 行 区 域 の 所 在 地  

募 集 の 時 期  

募 集 人 員 （ 口 数 ） 

数次にわたり募集 

する場合は、その 

時期別に 

 金  額  

会員の権利、義務に 

関 す る 事 項 

 

 

 

 

 

（注）添付書類 
   募集に関する説明書その他参考となる書類 
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第 16 号様式（第 20 条関係） 
是  正  報  告  書 

 
年   月   日 

 （あて先）富士市長 
 

住所 
届出者 

氏名                   
法人にあつては､主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 

（電話番号           ） 
 
   年  月  日の現地調査において指示された点について是正したので報告します。 

土地利用事業の名称  

施 行 区 域 の 所 在 地  

承 認 年 月 日 及 び 

承 認 番 号 
年   月   日      第    号 

指  示  事  項 是  正  事  項 
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